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わたしわたしのの

見てある見てある記記

　

先
日
、
消
防
団
第
一
分
団
の

詰
所
の
建
て
替
え
工
事
が
終
了

し
、
分
団
に
よ
る
落
成
記
念
式

典
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
お
招

き
を
い
た
だ
き
ま
し
た
私
は
、

「
現
在
作
業
中
の
第
四
次
長
期

総
合
計
画
策
定
の
た
め
の
市
民

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、安
全
・

安
心
に
つ
い
て
、
市
民
の
関
心

は
最
も
高
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

来
年
４
月
に
は
、
消
防
行
政
を

東
京
都
に
委
託
す
る
準
備
を
進

め
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ

り
消
防
力
は
確
実
に
高
ま
り
ま

す
が
、
地
域
の
安
全
安
心
の
原

動
力
で
あ
る
消
防
団
活
動
の
重

要
性
も
ま
す
ま
す
高
ま
り
ま
す
。

地
域
活
動
の
担
い
手
と
し
て
、

今
後
と
も
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
」
と
ご
挨
拶
い
た

し
ま
し
た
。

　

申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、

消
防
団
活
動
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
で
す
。
団
員
の
皆
さ
ん
は
、

生
業
を
お
持
ち
で
す
。
し
か
し
、

災
害
時
に
は
仕
事
を
投
げ
打
っ

て
出
動
し
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
す
べ
て
の
団
員
の
皆
さ

ん
、
そ
し
て
そ
の
活
動
を
ご
支

援
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
ご
家

族
・
地
域
の
皆
様
に
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

そ
の
式
典
で
、
分
団
長
さ
ん

か
ら
「
建
て
替
え
前
の
詰
所
に

保
管
さ
れ
て
い
た
、
大
正　

年
１１

式
の
可
搬
式
手
押
し
消
防
ポ
ン

プ
が
あ
り
ま
す
。
タ
イ
ヤ
は
、

木
製
と
鉄
の
張
り
合
わ
せ
で

す
」
と
の
説
明
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
担
当
部
に
は
、
早
速
保

存
の
た
め
の
措
置
と
、
市
民
プ

ラ
ザ
等
で
の
一
般
公
開
が
で
き

な
い
か
検
討
す
る
よ
う
に
、
と

の
指
示
を
致
し
ま
し
た
。

　
　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

２１
（
国
保
税
）
納
税
通
知
書
を
７
月

　

日
（
水
）
に
発
送
し
ま
す
。

１５　

年
度
の
納
期
は
９
回

２１
　

納
付
書
や
口
座
振
替
の
方
法

（
普
通
徴
収
）
で
納
付
す
る
方
は
、

７
月
～　

年
３
月
の
９
回
の
納
期

２２

に
な
り
ま
す（
左
表
参
照
）。
第
１

期
の
納
期
限
は
７
月　

日
（
金
）

３１

で
す
。
納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

年
金
か
ら
の
天
引
き 

（
特
別
徴
収
）に
つ
い
て

　

国
保
税
を
年
金
か
ら
天
引
き

（
特
別
徴
収
）
に
よ
り
納
め
る
仕

組
み
を
、　

年
度
か
ら
開
始
し
て

２０

い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
は
、

世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
（
以
下
、

国
保
）
の
加
入
者
全
員
が　

歳
～

６５

　

歳
の
世
帯
の
世
帯
主
で
す
。
た

７４だ
し
、
次
の
方
は
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。
①
特
別
徴
収

の
対
象
と
な
る
年
金
が
、
年
額　
１８

万
円
未
満
の
場
合
②
介
護
保
険
料

の
天
引
き
と
合
わ
せ
た
額
が
、
年

金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合

③
世
帯
主
の
方
が
年
度
途
中
で　
７５

歳
に
な
る
場
合
④
擬
制
世
帯
の
場

合
（
国
保
税
の
納
税
義
務
者
は
世

帯
主
の
方
と
な
っ
て
い
ま
す
。
世

帯
主
の
方
が
、
国
保
以
外
の
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
て
も
、
同
一

世
帯
の
方
が
国
保
に
加
入
し
て
い

る
場
合
、
納
税
義
務
者
は
世
帯
主

の
方
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

世
帯
を
擬
制
世
帯
と
い
い
ま
す
）。

　

特
別
徴
収
の
決
定
通
知
書
は
、

普
通
徴
収
と
同
様
に
７
月　

日
１５

（
水
）
に
発
送
し
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】国
保
税
は
年
金
支
給

の
と
き
に
天
引
き
と
な
り
ま
す
が
、

新
た
に　

月
か
ら
特
別
徴
収
が
始

１０

ま
る
方
は
、
７
～
９
月
は
普
通
徴

収
の
方
法
に
よ
り
納
付
し
、　

月
１０

の
年
金
支
給
か
ら
天
引
き
と
な
り

ま
す年

金
か
ら
の
天
引
き

（
特
別
徴
収
）
か
ら 

口
座
振
替
へ
の
納
付 

方
法
変
更
に
つ
い
て

　

国
保
税
の
納
付
方
法
を
特
別
徴

収
か
ら
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

８
月
５
日
（
水
）
ま
で
に
納
付

方
法
の
変
更
の
申
し
出
書
を
提
出

し
た
場
合
は
、　

月
の
特
別
徴
収

１０

を
中
止
し
、　

月
末
か
ら
口
座
振

１０

替
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
８
月
６
日
（
木
）
以
降
手

続
き
を
し
た
場
合
は
、　

月
以
降

１２

の
特
別
徴
収
を
中
止
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で

の
国
保
税
の
納
付
状
況
か
ら
、
口

座
振
替
へ
の
変
更
が
認
め
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】①
認

め
印
②
振
替
口
座
の
分
か
る
も
の

と
届
け
出
印
（
新
規
に
口
座
振
替

を
申
し
込
む
方
が
対
象
で
す
。
ま

た
、
口
座
を
変
更
す
る
方
も
対
象

と
な
り
ま
す
）③
被
保
険
者
証（
本

人
確
認
の
た
め
、
持
参
し
て
く
だ

さ
い
）

　

※
特
別
徴
収
も
口
座
振
替
も
、

お
支
払
い
頂
く
国
保
税
の
総
額
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

口
座
振
替
へ
の
変
更
手
続
き
は

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
市
役
所
１
階
）
で
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
緯
４
７
０
・
７

７
３
３
へ
。

一
部
負
担
金
割
合
等
の
軽
減 

申
請
書
を
送
付
し
ま
す

　

判
定
に
よ
り
一
部
負
担
金
割
合

が
３
割
で
も
、
世
帯
収
入
基
準
に

基
づ
き
１
割
負
担
と
な
る
場
合
の

あ
る
方
に
対
し
て
は
、「
ご
案
内
」

と
と
も
に
一
部
負
担
金
割
合
等
を

軽
減
す
る
申
請
書
（
基
準
収
入
額

適
用
申
請
書
）
を
送
付
し
ま
す
。

　

申
請
に
よ
る
再
判
定
の
目
安
に

該
当
す
る
方
は
、
同
封
し
た
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
被

保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
、
収

入
が
確
認
で
き
る
も
の
（
確
定
申

告
書
の
控
え
、
源
泉
徴
収
票
等
）

を
持
参
し
て
、
保
険
年
金
課
国
保

年
金
資
格
係
（
市
役
所
１
階
）
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
が
認

め
ら
れ
た
場
合
、
申
請
の
翌
月
１

日
か
ら
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
係
緯
４
７
０
・
７

７
３
２
へ
。

方
は
、
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者

証
兼
高
齢
受
給
者
証
で
受
診
が
で

き
ま
す
の
で
、
新
し
い
被
保
険
者

証
兼
高
齢
受
給
者
証
は
送
付
し
ま

せ
ん

　
　

年
度
の
長
寿
医
療
（
後
期
高

２１
齢
者
医
療
）
保
険
料
額
決
定
通
知

書
を
７
月　

日
（
水
）
に
発
送
し

１５

ま
す
。

　
【
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め

て
い
た
だ
く
方
（
普
通
徴
収
）】
納

付
書
を
送
付
し
ま
す
。
納
期
は
７

月
か
ら
の
８
回
と
な
り
ま
す
（
左

表
参
照
）。既
に
長
寿
医
療
保
険
料

の
口
座
振
替
を
登
録
し
て
い
る
方

は
、
納
期
ご
と
に
口
座
振
替
さ
れ

ま
す

　
【
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
り

納
め
て
い
た
だ
く
方
（
特
別
徴

収
）】特
別
徴
収
の
決
定
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。
年
６
回
の
年
金
支

給
の
際
に
天
引
き
と
な
り
ま
す

　
【　

月
か
ら
年
金
天
引
き
に
な

１０
る
方
】
７
月
～
９
月
は
送
付
す
る

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付

し
て
い
た
だ
き
、　

月
の
年
金
支

１０

給
時
か
ら
天
引
き
と
な
り
ま
す

　

◎
年
金
天
引
き（
特
別
徴
収
）

を
中
止
し
て
、
口
座
振
替
へ
納

付
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
年
金

天
引
き
に
よ
る
納
付
が
原
則
で
す

が
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振
替
に

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
変

更
を
希
望
す
る
方
は
、
①
口
座
番

号
が
分
か
る
も
の
②
口
座
の
届
け

出
印
③
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
を
持
参
の
上
（
す
で
に
口
座

振
替
を
登
録
し
て
い
る
方
は
③
の

み
）、保
険
年
金
課（
市
役
所
１
階
）

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
高
齢
者
医
療
係

緯
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

月　

日
（
ま
た
は　

歳
の
誕
生
日

３０

７５

の
前
日
ま
で
）
の
２
カ
月
間
と
な

り
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】今
回
の
判
定
に
よ
り

一
部
負
担
金
割
合
が
変
わ
ら
な
い

　
　

歳
か
ら　

歳
の
方
に
は
、
被

７０

７４

保
険
者
証
に
一
部
負
担
金
割
合

（
１
割
ま
た
は
３
割
）
が
表
記
さ

れ
て
い
る
「
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
（
以
下
、

被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
）」

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

一
部
負
担
金
割
合
は
、前
年（
１

月
～
７
月
の
間
は
前
々
年
）
の
課

税
所
得
を
基
に
毎
年
８
月
に
更
新

さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
び
、　

年
度

２１

の
市
民
税
課
税
所
得
に
基
づ
い
て

判
定
し
た
一
部
負

担
金
割
合
が
記
載

さ
れ
た
新
し
い
被

保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証
を
、
７

月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
な
お
、

今
年
は
被
保
険
者
証
の
一
斉
切
り

替
え
が
予
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

今
回
送
付
す
る
被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、
９

国民健康保険
被保険者証

兼高齢受給者証を

更新します

２１年度国民健康保険税および
後期高齢者医療保険料（普通徴収）納期一覧

納 期納　期　日日
区区　分分 後期高齢者医後期高齢者医療療

保険料（普通徴収保険料（普通徴収））国民健康保険国民健康保険税税

７月３１日（金）７月３１日（金）１期

８月３１日（月）８月３１日（月）２期

９月３０日（水）９月３０日（水）３期

１１月２日（月）１１月２日（月）４期

１１月３０日（月）１１月３０日（月）５期

１２月２５日（金）１２月２５日（金）６期

２２年２月１日（月）２２年２月１日（月）７期

２２年３月１日（月）２２年３月１日（月）８期

―２２年３月２５日（木）９期

判定対象になる方は、７０歳から７５歳未満で被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方です
申請による再判定申請による再判定にに
より変更となるもより変更となるものの

申申請によ請によるる
再判定の基再判定の基準準

一部負担金一部負担金割割
合の当初判合の当初判定定

課税所得金課税所得金額額
（※１（※１））

一部負担金割合が１割になりま
す（申請がない場合は３割と判
定）

収入３８３万円未満（判定
対象者が２人以上の場
合は５２０万円未満）

３割
判定対象者の中で
１４５万円以上の方
が１人でもいる場
合

一部負担金割合が１割になりま
す（申請がない場合は３割と判
定）

判定対象者が１人の場
合で、特定同一世帯所
属者（※２）の収入も
含み、収入が３８３万円以
上５２０万円未満

申請による変更はありません上記以外の方

申請による変更はありません住民税課税世帯

１割
判定対象者全員が
１４５万円未満の場
合

一部負担金割合の変更はありませ
んが、申請により高額療養費の自
己負担限度額等が下がる「限度額
適用・標準負担額減額認定証」が
交付されます（※３）

住民税非課税世帯

※１　課税所得金額とは、住民税を計算する際の、所得金額から所得控除の合計を差し引いた課税標準額の
ことです。
※２　特定同一世帯所属者とは、国保を脱退して長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に移行した方で、国
保加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に属する方のことです。
※３　自己負担限度額とは、７０歳から７５歳未満の前期高齢者の保険診療分の一部負担金の１カ月当たりの上
限額のことです。外来、調剤等の場合は、上限額を超えた支払いがあったとき、申請により上限を超えた
額が給付されます（原則、対象の方の世帯には申請書を送付します）。ただし、入院または在宅末期医療総
合診療の保険診療を受ける場合は、保険医療機関等の窓口で上限額までの支払いとなります。

２１年度高齢受給者証判定基準
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保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

　
　
　
　
　

送
付
し
ま
す

長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）
の

国
民
健
康
保
険
税

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

２１年度

７
月
１
日
か
ら　

年
度

２１

保
険
料
免
除
申
請
の 

受
け
付
け
を
始
め
ま
す

　
　
　

　

国
民
年
金
制
度
に
は
、
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
方
の
た
め

に
、
申
請
免
除
・
納
付
猶
予
制

度
が
あ
り
ま
す
。　

年
度
の
申

２１

請
は
７
月
１
日
（
水
）
か
ら
保

険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
）
で

受
け
付
け
ま
す
。
申
請
に
は
、

年
金
手
帳
と
認
め
印
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。　

年
度
分
未
申

２１

告
の
方
は
、
申
告
を
済
ま
せ
て

か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

前
年
度
免
除
に
該
当
し
、
継

続
審
査
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

場
合
、申
請
は
不
要
で
す
。　　

　
【
申
請
免
除
（
全
額
免
除
・
一

部
免
除
）】　

年
度
の
期
間
は
７

２１

月
～　

年
６
月
分
で
す
。
対
象

２２

は
被
保
険
者
・
配
偶
者
お
よ
び

世
帯
主
の
前
年
の
収
入
が
一
定

基
準
以
下
の
場
合

　
【
若
年
者
納
付
猶
予
】　

年
度

２１

の
期
間
は
７
月
～　

年
６
月
分

２２

で
す
。
対
象
は
被
保
険
者
・
配

偶
者
の
前
年
の
収
入
が
一
定
基

準
以
下
の
場
合

　

い
ず
れ
の
制
度
も　

年
３
月

２０

　

日
以
降
に
離
職
し
た
方
は
、

３１雇
用
保
険
離
職
票
ま
た
は
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し
の

添
付
に
よ
り
、
失
業
特
例
を
利

用
で
き
ま
す
。
承
認
さ
れ
た
期

間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
た
め
に
必
要
な
受
給
資
格
期

間
に
計
算
さ
れ
ま
す
。
一
部
免

除
期
間
は
、
一
部
納
付
分
の
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
な
お
、
申
請
免
除
の
承
認

期
間
は
年
金
額
の
計
算
に
一
部

入
り
ま
す
が
、
若
年
者
納
付
猶

予
の
承
認
期
間
は
年
金
額
の
計

算
に
入
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
承
認
を
受
け
て
か
ら
、

　

年
の
間
に
保
険
料
を
納
め
る

１０こ
と
が
で
き
ま
す（
追
納
）。
７

月
中
は
、　

年
７
月
～　

年
６

２０

２１

月
分
の
申
請
免
除
・
納
付
猶
予

の
申
請
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
申
請
免

除
・
納
付
猶
予
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
市
保
険
年
金
課
緯
４
７

０
・
７
７
３
２
、
保
険
料
の
支

払
い
や
納
付
書
の
請
求
は
武
蔵

野
社
会
保
険
事
務
所
緯
０
４
２

２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６


